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-------------------------------------------------------------------------------------- 

労基法施行規則等の改正案「届出等の際

の押印等の廃止・36 協定届などの様式の

見直し」について 

 

行政手続における押印の見直しを受け、「労

働基準法施行規則等の一部を改正する省令

案」のパブリックコメントによる意見募集が、令和

２年 10月９日から開始されました（意見募集の

締切りは令和２年 11月７日）。 

 

◆改正の趣旨 

労働基準法および最低賃金法の規定に基づ

き、使用者に提出が求められている届出等につ

いて、規制改革実施計画（令和２年７月 17日閣

議決定）等において、行政手続における押印の

見直しが明記されたことを踏まえ、これら届出等

に際し、使用者および労働者の押印、または署

名を求めないこととするというものです。 

 

◆規制改革実施計画 

令和２年７月 17日に閣議決定された規制改

革実施計画のデジタルガバメント分野における

新たな取組みとして、「行政手続における書面規

制・押印、対面規制の抜本的な見直し」が掲げ

られ、「各府省は、……原則として全ての見直し

対象手続について、恒久的な制度的対応とし

て、年内に、規制改革推進会議が提示する基準

に照らして順次、必要な検討を行い、法令、告

示、通達等の改正やオンライン化を行う。」こと

が明記されました。 

 

◆改正の概要 

労働基準法施行規則、事業附属寄宿舎規

程、年少者労働基準規則および建設業附属寄

宿舎規程ならびに最低賃金法施行規則におい

て、法令上押印等を求めないこととするととも

に、労働基準監督署長等への届出等の際に押

印等を求めている省令様式について押印欄を削

除します。 

押印等を求めている省令様式のうち、36協定

届など、事業場の労働者の過半数で組織する

労働組合または労働者の過半数を代表する者

の記載のあるものについては、労働組合の記名

がされている場合には事業場の労働者の過半

数で組織されている旨を、過半数代表者の記名

がされている場合には事業場の労働者の過半

数を代表している旨および当該過半数代表者が

労働基準法施行規則６条の２第１項各号（※）の

いずれにも該当する者である旨のチェックボック

スを設けることとするほか、所要の改正を行いま

す。 

※①法 41条第２号に規定する監督または管

理の地位にある者でないこと。②法に規定

する協定等をする者を選出することを明ら

かにして実施される投票、挙手等の方法に

よる手続きにより選出された者であって、使

用者の意向に基づき選出されたものでない

こと。 

 

◆いつから施行 

令和３年４月１日予定（公布日は令和２年 12

月中旬予定）となっています。 

大園社労士オフィス通信 

2020年 11月号  

 

○  

電話＆ＦＡＸ ： 078-223-7178   

ｅ－ｍａｉｌ： info@syarou-office.com 

ＵＲＬ ： https://oozono-sr.com/ 



 2 

 

会社への愛着心・信頼感の高い働き方は、

オンライン×オフラインを組み合わせた 

 

◆調査概要 

新型コロナウイルスの感染症対策として、テレ

ワークが一気に普及しました。全国各地で新し

い働き方が広まっています。そんな折、総合人

材サービス・パーソルグループのパーソルプロセ

ス＆テクノロジー株式会社が、会社員を対象に

実施した「テレワークに関する意識・実態調査」

について発表した内容をまとめています。 

※ハイブリッドワークとは、テレワーク（オンライン）

と出社（オフライン）を組み合わせた働き方の

こと 

・調査期間：2020年９月 12日～13日 

・調査対象：20～60 代の会社員 400 名（一般社

員 210名、部下のいる管理職 190名） 

 

◆働き方による意識 

１ 効率的に仕事ができているか 

「ほぼ在宅」76.4％、「ハイブリットワーク」

76.9％、「ほぼ出社」62.9％と、ハイブリットワー

クの人が最も高い。 

２ 会社に対して愛着・信頼を感じているか 

「ほぼ在宅」51％、「ハイブリットワーク」72.3％、

「ほぼ出社」60.2％と、ハイブリットワークの人が

最も高い。 

３ 社内の同僚や先輩、上司と円滑なコミュニ

ケーションが取れているか 

「ほぼ在宅」58.8％、「ハイブリットワーク」

69.2％、「ほぼ出社」62.7％と、ハイブリットワー

クの人が最も高い。 

４ テレワークをすることによる生産性の変化 

在宅勤務者  テレワークをすることにより生産

性が上がったと感じる割合：58.4％ 

■テレワークで、自身の生産性が上がった

理由 TOP３ 

第１位「集中して作業をする時間が取りや

すくなった（65.5％）」 

第２位「移動の時間が減った（63.2％）」 

第３位「自分の裁量で仕事を進められるよ 

うになった（43.7％）」 

■テレワークで、自身の生産性が下がった

理由 TOP３ 

第１位「社内の同僚や後輩、上司と円滑な

コミュニケーションが取りづらい（51.6％）」 

第２位「テレワークで働く環境（仕事場）が

整っていない（48.4％）」 

第３位「仕事を進めるうえでの確認などが非

対面なので難しい（33.9％）」 

管理職  部下がテレワークをすることによって

生産性が上がったと感じる割合：44.1％ 

■テレワークで、部下の生産性が上がった

理由 TOP3 

第１位「集中して作業をする時間が取りや

すくなった（62.3％）」 

第２位「移動の時間が減った（49.1％）」 

第３位「部下の裁量で仕事を進められるよう

になった（43.4％）」 

■テレワークで、部下の生産性が下がった

理由 TOP３ 

第 1 位「社内の同僚や後輩、上司と円滑な

コミュニケーションが取りづらい（52.2％）」 

第２位「テレワークで働く環境（仕事場）が

整っていない（41.8％）」 

第３位「仕事を進めるうえでの確認などが非

対面なので難しい（40.3％）」 

 

 テレワークにより、パフォーマンスが上がったと

感じる社員が 58.4％いるのに対し、仕事ぶりを

感心しない管理職が 55.8％いるという結果が出

ています。 

総合的には、ハイブリット型での働き方が理想

的という結果になっています。職種や業態によっ

て異なりますが、これからニューノーマルといわ

れる働き方が中心になってくるのは間違いありま

せん。会社にとっても社員にとっても最適な働き

方の模索が続くことになるでしょう。 

【パーソルプロセス＆テクノロジー(株)「テレワー

クに関する意識・実態調査」】 

https://www.persol-

pt.co.jp/news/2020/09/29/4623/ 
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コロナ禍で増える自転車通勤……企業に

義務付けられる対応を改めて確認してお

きましょう 

 

◆コロナ禍で自転車通勤が増えている 

コロナ禍の影響で、電車などの公共交通機関

の利用を避ける観点から、自転車通勤が増えて

います。政府も、「環境問題や災害対応から推

進する」と後押しする構えです。 

従来、自転車通勤は、事故等への懸念から

禁止する企業も多くありました。実際、2019 年の

統計によると、全国で発生している自転車関連

事故数は年間８万件以上。一日平均 200 件以

上の事故が起きている計算です。自転車通勤の

要請が高まっている現状と、事故の多さを踏ま

えて、企業としては、改めて自転車通勤について

検討し、対策を講じる必要があります。 

 

◆条例への目配りも必要 

自転車が関わる事故が多発していることを背

景に、2020 年４月、東京都は条例で、都民に自

転車保険への加入を義務付けました。こうした

動きは都に限ったものではなく、条例による保険

の加入義務化は 2015 年 10 月に兵庫県で初め

て導入されて以降広がっており、現在、15 都府

県・８政令都市が同趣旨の義務付けを行ってい

ます。加えて、11道県・２政令都市が努力義務と

しています。 

これらの条例では、自転車利用者に損害保険

への加入を義務付けるだけでなく、事業者の責

務として、自転車の業務使用時の損害保険への

加入、従業員安全教育などを定めています。ま

た、たとえば東京都では、事業者に対し、自転車

通勤をする従業者に対する自転車損害賠償保

険等への加入の有無の確認、確認ができないと

きの自転車損害賠償保険等への加入に関する

情報提供も努力義務化されるなど、自転車利用

を許可するに際しては条例への目配りも欠かす

ことができません。これらの内容を盛り込んだ自

転車通勤規程を定めるなどして、管理を行うこと

が望まれます。 

 

 

◆保険加入の確認時の注意点 

なお、自転車事故に適用可能な保険として、

個人賠償責任保険があり、自動車保険・火災保

険・傷害保険などに特約として付帯することがで

きますが、これは日常生活に起因する事故が対

象であり、業務中の事故には適用がないことに

注意が必要です。業務使用時の事故による賠

償責任をカバーするには、企業賠償責任保険

（施設賠償責任保険）や自転車の車体に付帯し

たＴＳマーク付帯保険に加入する必要がありま

すので、この点も確認しておきましょう。 

 

11 月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納

付［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前

月以降に採用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

16 日 

○ 所得税の予定納税額の減額承認申請書

（10月 31日の現況）の提出［税務署］ 

30 日 

○ 個人事業税の納付＜第２期分＞［郵便局ま

たは銀行］ 

○ 所得税の予定納税額の納付＜第２期分＞

［郵便局または銀行］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀

行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金

事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用

状況報告書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保

険者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末

日＞ 

［公共職業安定所］ 

 

 


